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株主優待制度の新設に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主優待制度を新設することを決議いたしましたので 

お知らせいたします。 

 

記  

 

１．株主優待制度導入の目的 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の課題の一つと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化の

ために必要な内部留保をしつつ、配当を行うことを基本方針とし、連結配当性向 30％以上として持続的な 

安定成長と継続的な配当の実施を考えております。 

その中で、 2024 年６月 25 日付公表の「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」で

記載しているとおり、「流通株式時価総額」については基準を充たしておらず、上場維持基準の適合に向けた 

取組みを進めております。 

上記取組みの一つとして、個人株主様が多数を占める当社の株主構成を考慮し、個人株主様の関心や期待

が高い株主優待制度の導入を決定しました。 

直近株価で総合利回り（配当と株主優待の各利回りの合計）最大約 12％に設定した株主優待制度となって

おります。 

決算説明会等によるＩＲ活動等を積極的に行い、より多くの株主様に当社の事業をご理解いただくことで

中長期的な株価向上につなげる取組みを継続し、株主優待制度を新設することで適切な株価形成につなげて

参ります。 

 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象となる株主様 

2025 年以降の毎年３月末日の株主名簿に記載又は記録された 100 株（１単元）以上 の当社株式を 

保有されている株主様を対象といたします。 

 

（２）株主優待の内容 

次のとおりＱＵＯカードを対象となる株主様に贈呈いたします。 

 保有株式数 優待内容 

年間株主優待 100 株以上 ＱＵＯカード 3,000 円分 

 

（３）贈呈の時期 

毎年６月下旬お送りする「定時株主総会決議のご通知」に同封し、お届けする予定です。 

 

 



３．株主優待制度の開始時期 

2025 年３月 31 日現在の株主名簿に 100 株以上の当社株式を保有されている株主様を対象として株主優待

制度を開始いたします。  

 

４．株主優待の財源について 

現在の株主構成を十分に考慮し、現時点の社内財源でも確実に配布可能な金額を設定しております。 

また、大幅な株主構成の変動があった場合でも問題なく対応できるようシミュレーションを行っております。 

 

５．その他 

本優待制度の内容につき変更が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 


